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研究発表『誰でもできる裁判員裁判』 

 

親和全期会 有志 

 

１ 発表の趣旨 

 

 ～平成２１年（来年）８月某日，あなたの事務所に裁判員裁判になる事件の弁護の依頼がき

たら，あなたはできないと言って弁護の依頼を断ってしまいますか？～ 

 

  施行日（平成２１年５月２１日）まで９か月を切った裁判員裁判。平成２１年（来年）の

７月には全国各地で第１回の裁判員裁判が始まると言われています。日弁連や東京弁護士会

などで様々な研修が行われており，受講された方も少なからずおいでのことでしょう。その

一方では，「プレゼンテーション用のソフトウエアなんか使ったことがない。」とか，「海外

の陪審裁判を題材にした映画やドラマの登場人物のように振る舞わなければならないの。」

などと，ただでさえ敬遠されがちな刑事事件を，ますます遠ざける要因となり，地方のある

弁護士会においては裁判員裁判実施の延期を決議しているのも事実です。 

  当日は，裁判員裁判をより身近なものに感じていただくために，刑事事件の多数を占めて

おります情状弁護事件を題材にして，受任の段階から公判前整理手続を経て裁判員選定手続

そして公判審理と続く手続の流れを分かりやすく実演するとともに，必ず注意しなければな

らないポイントをご説明いたします。 

  ベテラン・若手を問わず，裁判員裁判への抵抗感を払拭する一助となることを目指します

ので，どうぞご期待ください。 

 

２ 参考資料目次 

 （第１幕～公判前整理手続） 

  ① 起訴状謄本 

  ② 弁護人複数選任申請書 

  ③ 公判前整理手続に付すことを求める意見書  

  ④ 証明予定事実記載書面 

  ⑤ 証拠等関係カード  

  ⑥ 証明予定事実記載書面に対する求釈明申立書  

  ⑦ 類型証拠開示請求書 

  ⑧ 類型証拠開示請求に対する回答書 ２通 

  ⑨ 予定主張事実記載書面 

  ⑩ 主張関連証拠開示請求書  

  ⑪ 裁定請求書 

  ⑫ 公判前整理手続調書 ５通 

  ⑬ 情状に関する予定主張記載書面 

  ⑭ 証拠調べ請求書 

 （第２幕～裁判員裁判） 

  ⑮ 裁判員選任手続の解説 

  ⑯ 質問票の回答要領と質問票  

  ⑰ 弁論要旨 

 （巻末） 

  ⑱ 略語表 
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平成２１年東地庁外領第    号 

 

平成２１年検第    ，    号 

 

起  訴  状 

 

平成２１年５月２９日 

 

東 京 地 方 裁 判 所  殿 

 

 

 東 京 地 方 検 察 庁 

 検察官 検事 水 津 正 臣 

 

 

 

 下記被告事件につき公訴を提起する。 

記 

 本 籍 不詳 

 住 居 不詳 

 職 業 無職 

 勾留中 氏名不詳の男（別添写真の男） 

  （警視庁赤羽警察署留置番号４号） 

  生年月日不詳 

 

公    訴    事    実 

  被告人は 

 第１ 平成２１年３月１４日午後８時５０分ころ，東京都北区赤羽南１丁目１４番５号スバ

ルビル１階所在のスーパーマルカツ店内において，同店店長藤田誠管理に係る洋菓子１

個（販売価格８５円）を窃取し 

 第２ 金品を強取しようと企て，平成２１年３月３０日午後６時３５分ころ，同都北区赤羽

１丁目４３番２号菅井キン（当時８３年）方前路上において，同人に対し，やにわに缶

詰等が入った袋でその頭部を数回殴打し，さらに同人をその場に押し倒した上，同袋で

その頭部を数回殴打する暴行を加えて，その反抗を抑圧し，同人から同人所有又は管理

に係る現金約７万３９２７円，商品券４０枚（金額合計４万円）及び財布等１１点在中

の手提げバッグ１個（時価合計４２００円相当）を強取し，その際，前記暴行により，

同人に全治約１０日間を要する頭部顔面打撲・挫創，両手挫傷，右膝挫傷の傷害を負わ

せ 

 たものである。 

 

罪  名  及  び  罰  条 

 第１   窃盗 刑法第２３５条 

 第２   強盗傷人 同法第２４０条前段 

 

 

上記は謄本である 

  前 同 日 

  東京地方検察庁 検察事務官 某 ㊞ 

 

 

 

21.5.29 

 

合わ 
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平成２１年合（わ）第    号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

弁護人複数選任申請書 

 

平成２１年６月１０日 

 

東京地方裁判所 刑事第２２部 御中 

 

 被告人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 

 上記被告人に対する窃盗及び強盗傷人被告事件について、以下のとおり上申いたします。 

 

第１ 国選弁護人複数選任について 

   下記の者を、国選弁護人として追加して選任していただきたく上申致します。 

記 

弁護士 細 川 早智子（東京弁護士会所属） 

 

第２ 国選弁護人複数選任の必要性 

 １ 本件において、被告人は、窃盗罪については認めているものの、強盗傷人罪という重大

事件については、犯行を否認しており、公判前整理手続に付されている。 

   公判前整理においては、被告人の充実した防御を実現するためは、開示記録の十分な精

査と共に、類型証拠等の開示請求やその検討、主張の整理等、比較的短期間の間に、多数

の訴訟活動を行う必要があり、そのためには、被告人との接見も十分行って、意思疎通を

図る必要があるが、弁護人一人でこれらの活動を行うことは人的に困難である。 

 ２ 特に、本件では、被告人は、捜査段階から身上関係については一切明らかにしておらず、

接見した弁護人に対しても、氏名等個人を特定する情報について現段階では一切明らかに

していない。今後、被告人と十分な信頼関係を樹立するためには、複数人の弁護人が選任

された上で、きめの細かい訴訟活動を行って、被告人との意思疎通を図ることが不可欠で

ある。 

   また、本件では、強盗傷人罪について、被告人のアリバイ、犯行後の被告人の足取り等、

弁護人として、調査・立証活動の準備が重要になるが、これらの活動を１人の弁護人が行

うことは、極めて困難であり、複数弁護人専任の必要性が高い。 

 ３ 弁護人が推薦する細川早智子弁護士は、東京弁護士会刑事弁護委員会に所属し、同委員

会の副委員長を務めたこともある刑事弁護の経験豊富な弁護士であり、既に、弁護人とな

ろうとする者として、東京拘置所内において被告人と接見して、一定の信頼関係を築いて

おり、被告人の弁護人として適切である。 

 

第３ 結 論 

   裁判所におかれましては、以上の事情をご考慮いただき、細川早智子弁護士を本件の国

選弁護人として、追加して選任いただきたく上申致します。 

以 上 



4 

平成２１年合（わ）第    号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

公判前整理手続に付すことを求める意見書 

 

平成  年  月  日 

 

東京地方裁判所 刑事第 部 御中 

 

 被告人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 

 上記被告人に対する窃盗、強盗傷人被告事件について、下記の理由から、公判前整理手続に

付する決定をするよう申し出る。 

 

記 

１ 本件では、･･･の事情があり、これらに鑑みると、検察官から多数の証拠の取調べが請求

され、公判において相当数の証人尋問が行われると予想される。 

２ したがって、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うためには、予め検察官

の主張する事実と証拠の関係を明確にさせ、十分な証拠開示を経て、争点及び証拠の整理を

進める必要がある。 

３  

以 上 
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証 明 予 定 事 実 記 載 書 

 

 窃盗，強盗傷人 

 被告人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 

 上記被告人に対する頭書被告事件について，検察官が証拠により証明しようとする事実は以

下のとおりである。 

 

 平成２１年６月２９日 

 

 東 京 地 方 検 察 庁 

   検察官 検事 儀 間 礼 嗣 ㊞ 

 

東京地方裁判所 刑事第２２部 殿 

 

 

第１ 公訴事実第１の犯行に至る経緯及び犯行状況等 

 １ 被告人は，いわゆるホームレスとして生活していた。 

 ２ 被告人は，平成２１年３月１４日，スーパーマルカツ店内において，

洋菓子１個を万引きして窃取した。 

 

第２ 公訴事実第２の犯行に至る経緯及び犯行状況等 

 １ 犯行に至る経緯等 

  ⑴ 被告人は，公訴事実第１の犯行に及んだことで逮捕されたが，同

月３０日午後６時２分ころ，釈放された。 

    その際，被告人は逮捕時の所持品である白色ビニール袋に入った

「警視庁」と印刷された茶封筒（ぶどうの缶詰２個及び紙パックジ

ュース２個在中）の返還を受けた。 

    被告人は，同日午後６時１０分ころ，上記白色ビニール袋を所持

して警視庁赤羽署を出た。 

  ⑵ 被害者は，同日午後６時３１分ころ，犯行現場近くの東京都北区

志茂１丁目５番地付近の路地を北本通り方向へ歩いて行き，その後，

被告人は，同日午後６時３３分ころ，同所を被害者が歩いて行った

方向と同じ方向へ歩いて行った。 

 ２ 犯行状況等 

   被告人は，同日午後６時３５分ころ，同都志茂１丁目２番６号被害

者方前路上において，被害者に対して，いきなり上記ビニール袋でそ

の頭部を数回殴打したり，その場に押し倒すなどの暴行を加えた。 

   被告人は，被害者が持っていた現金約７万３，９２７円，商品券約

４０枚及び財布等１１点在中の手提げバック１個を強取した。 

   被害者は，上記暴行により，全治約１０日間を要する頭部顔面打撲・

挫創，両手挫創，右膝挫傷の傷害を負わされた。 

 

第３ 遺留品の発見状況等 

 １ 平成２１年３月３０日午後６時５５分ころ，本件犯行現場である被

害者方前路上において，ぶどうの缶詰２個及び紙パックジュース２個

が発見された。 

   上記ぶどうの缶詰１個から検出された指紋は被告人の右手母指の指

（証拠関係） 

 

乙１，２ 

甲１，２ 

乙１，２ 

 

 

 

甲１７，１９ 

乙３ 

 

 

 

 

 

甲６，１８ 

 

 

 

 

甲３〜９，１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲１０〜１５ 
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紋と符合した。 

 ２ 同日午後７時２０分ころ，東京都北区神谷２丁目４７番８号付近に

おいて，被告人が強取した手提げバッグが発見された。 

   上記手提げバッグの中に入っていたカード及び領収証から検出され

た指紋は，それぞれ被告人の右手中指及び右手示指の指紋と符合した。 

 ３ 同日午後８時４５分ころ，被害者方東側月極駐車場内において，血

痕様のものが付着した「警視庁」と印刷された茶封筒が発見された。 

 

第４ 被告人の前歴関係 

 

第５ その他情状等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙４ 
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 請求者等 検 察 官   平成 ２１ 年合（わ）第     号 

             証 拠 等 関 係 カ ー ド(甲)       （No.   １） 

（このカードは，公判期日，公判前整理屮付期日又は期日缶整理手続期日においてされた事項については，各期日の調書と一体となるものである。） 

番号  請

求 
意  見 結  果 備  考 

 

標     目 

〔供述者･作成年月日，住居･尋問時間等〕 
期 

 

日 

期 

 

日 

内  容 

期 

 

日 

内  容 

取

調

順 

序 

 

立 証 趣 旨 

（公 訴 事 実 の 別） 

 

  編てつ箇所 

 １ 害 

前 

１ 

前 

２ 
同 意 

 

  

 

 

  

 

〔 藤田誠           21.3.14 〕 

被害事実等 

 

( 第１                 )   

 ２ 電話 

前 

１ 

前 

２ 
同 意 

 

  

 

 

  

 

〔 (検)儀間礼嗣     21.6.27 〕 

処罰感情等 

 

( 第１                 )   

 ３ 報 

前 

１ 

前 

２ 
同 意 

 

  

 

 

  

 

〔 (検)儀間礼嗣     21.6.29 〕 

被害金品の特定等 

 

( 第２                 )   

 ４ 診 

前 

１ 

前 

２ 
同 意 

 

  

 

 

  

 

〔 医師 某         21.3.31 〕 

被害者の負傷程度等 

 

( 第２                 )   

 ５ 写報 

前 

１ 

前 

２ 
同 意 

 

  

 

 

  

 

〔 (員) 某          21.3.31 〕 

被害者の負傷状況等 

 

( 第２                 )   

 

第４回公判前 

番号１ないし６決定 
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（被告人 氏名不詳の男（警視庁赤羽警察署留置番号４号）） 
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平成２１年合（わ）第    号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

求 釈 明 申 立 書 

 

平成  年  月  日 

 

東京地方裁判所 刑事第  部 御中 

 

 被 告 人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 主任弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 弁 護 人 細  川  早 智 子 ㊞ 

 

 検察官の平成  年  月  日付証明予定事実記載書について、検察官に対し、下記のと

おり釈明を求められるよう申し立てる。 

 

記 

１ 釈明を求める事項 

 ① 検察官の平成  年  月  日付証明予定事実記載書･･･では、･･･とあるが、･･･。 

 ② ・・・ 

２ 釈明を求める理由 

  ・・・ 

 

以 上 
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平成２１年合（わ）第    号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

類型証拠開示請求書 

 

平成２１年７月１３日 

 

東京地方検察庁 検察官 検事 儀 間 礼 嗣  殿 

 

 被 告 人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 主任弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 弁 護 人 細  川  早 智 子 ㊞ 

 

 上記被告人に対する窃盗、強盗傷人被告事件につき、弁護人らは刑事訴訟法第３１６条の１

５に基づき、下記証拠の開示を請求する。 

 

記 

１ 開示請求証拠： 

  ① 犯行現場及び犯行現場付近において、押収された証拠物すべて 

  ② 上記証拠物の写真、写真撮影報告書、遺留品発見状況捜査報告書、証拠品計量結果報

告書その他これに準ずる捜査報告書等のうち未開示のものすべて 

  ③ 上記証拠物の押収に関わる調書（任意提出書、領置調書）等のうち未開示のものすべ

て 

  類型：①３１６条の１５第１項１号 

     ②３１６条の１５第１項６号 

     ③３１６条の１５第１項６号 

  特定の検察官請求証拠： 

    平成２１年４月７日付司法警察員作成の実況見分調書 

    平成２１年６月８日付司法警察員作成の遺留品発見状況捜査報告書 

    平成２１年５月１１日付司法警察員作成の証拠品計量結果報告書 

  理由：上記検察官請求証拠は、犯行現場及び犯行現場付近に遺留されていた物品及び被害

品に関する証拠で、被告人の犯人性に関する証拠とされるが、その証明力を判断する

ためには、犯行現場付近の遺留品すべてが明らかにされると共に、その証拠物の存在

及び形状の確認とその際の発見状況に関する捜査官の供述内容の検討が重要であり、

かつ、被告人の防御準備のために開示の必要性が高い。 

２ 開示請求証拠： 

    平成２１年３月３１日付司法警察員作成の領置調書（甲）押収品目録第１号物件ビデ

オテープ１巻（防犯カメラで撮影された映像） 

  類型：３１６条の１５第１項１号 

  特定の検察官請求証拠： 

    平成２１年３月３１日付司法警察員作成のビデオ解析及びプリントアウト作成報告

書 

  理由：上記検察官請求証拠は、被告人が犯行現場付近で、犯行の直前の時間に被害者の後

を追っている状況が映った映像とされるが、その証明力を判断するためには、実際に

ビデオテープの映像を確認して、被告人との同一性等を検討することが重要であり、

かつ被告人の防御準備のために開示の必要性が高い。 

３ 開示請求証拠： 

    犯行現場及び犯行現場付近の実況見分調書（写真撮影報告書）ないしこれに準ずる捜

査報告書のうち未開示のものすべて 
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  類型：３１６条の１５第１項３号 

  特定の検察官請求証拠： 

    平成２１年４月７日付司法警察員作成の実況見分調書 

  理由：上記検察官請求証拠は、犯行現場及び犯行現場付近の状況等に関する実況見分調書

であるが、その証明力を判断するためには、未開示の立会人及び立会人以外の者が立

ち会った実況見分調書（写真撮影報告書）及び捜査員が作成した実況見分調書に準ず

る捜査報告書の内容を比較検討することが重要であり、かつ被告人の防御準備のため

に開示の必要性が高い。 

４ 開示請求証拠： 

    本件犯行態様に関する実況見分調書（写真撮影報告書）ないしこれに準ずる捜査報告

書のうち未開示のものすべて 

  類型：３１６条の１５第１項３号 

  特定の検察官請求証拠： 

    平成２１年４月１２日付司法警察員作成の再現捜査報告書 

  理由：上記検察官請求証拠は、菅井キンの被害状況を再現したとする証拠であるが、その

証明力を判断するためには、菅井キンと犯人の位霞関係、犯行時の目撃状況及び犯行

再現状況に関する証拠を比較検討することが重要であり、かつ被告人の防御準備のた

めに開示の必要性が高い。 

５ 開示請求証拠： 

  ① 被告人のものも含む犯行現場及び犯行現場付近の遺留品・被害品から採取された指紋

（現場指紋、関係者指紋、遺留指紋）の原紙及び指紋票のすべて 

  ② 犯行現場及び犯行現場付近で採取された指紋（現場指紋、関係者指紋、遺留指紋）採

取に関する実況見分調書ないしこれに準ずる捜査報告書、指紋等取扱書（送付書及び選

別対象結果通知書）、確認通知書（処分結果通知書）等のうち未開示のものすべて 

  ③ 犯行現場及び犯行現場付近で採取された指紋（現場指紋、関係者指紋、遺留指紋）に

関する鑑定書ないしこれに準ずる捜査報告書のうち未開示のものすべて 

  類型：①３１６条の１５第１項１号 

     ②３１６条の１５第１項３号または６号 

     ③３１６条の１５第１項４号 

  特定の検察官請求証拠： 

    平成２１年３月３１日付現場指紋等取扱書及びこれに対する平成２１年４月２日付

指紋等確認通知書 

    平成２１年４月２日付現場指紋等取扱書及びこれに対する平成２１年４月４日付指

紋等確認通知書 

    平成２１年指掌紋照会回答書 

  理由：上記検察官請求証拠は、犯行現場に遺留された缶詰及び現場付近に遺留された被害

品から採取した指紋と被告人の指紋が一致し、被告人の犯人性に関する証拠とされる

が、その証明力を判断するためには、犯行現場及び犯行現場付近に遺留された被告人

及び被告人以外の指紋採取に関する客観的証拠を検討することが重要であり、かつ被

告人の防御準備のために開示の必要性が高い。 

６ 開示請求証拠： 

  ① 菅井キンの被害に関する届出書、被害品に関する捜査報告書ないしこれに準ずる書面

のうち未開示のものすべて 

  ② 菅井キンの供述録取書、供述書のうち未開示のものすべて 

  ③ 菅井キンの犯人の面割及び面通しに関する捜査報告書（写真台帳）ないしこれに準ず

る書面すべて 

  類型：①３１６条の１５第１項５号ロまたは６号 

     ②３１６条の１５第１項５号ロ 
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     ③３１６条の１５第１項６号 

  特定の検察官請求証拠： 

    菅井キンの平成２１年３月３１日付被害届 

    平成２１年５月２日付司法警察員作成の被害金品訂正報告書 

    菅井キンの平成２１年４月３０日付司法警察員に対する供述調書 

  理由：上記検察官請求証拠は、本件犯行状況及び被告人の犯人性に関する証拠であるが、

その証明力を判断するためには、被害者である菅井キンの被害状況、未開示の供述調

書、犯人の面割及び面通しに関する捜査報告書等のすべての開示を受けて、供述経過

及び調書の記載内容、面割の状況等を検討することが重要であるとともに、被告人の

防御準備のために開示の必要性が高い。 

７ 開示請求証拠： 

  ① 犯行現場付近の居住者・稼動者その他の者の本件犯行状況（前後の状況も含む）・犯

人等に関しなされた供述録取書、供述書のすべて 

  ② 犯行現場付近の居住者・稼勤者その他の者に対し、聞き込み等を実施した結果を記載

した捜査報告書ないしこれに準ずる書面すべて 

  類型：３１６条の１５第１項６号 

  特定の検察官請求証拠： 

    菅井キンの平成２１年４月１０日付司法警察員に対する供述調書 

  理由：上記検察官請求証拠は、本件犯行状況及び被告人の犯人性に関する証拠であるが、

その証明力を判断するためには、他に犯行状況及びその前後の状況に関する目撃者等

がいる場合には、そのすべての開示を受けて、その内容を比較検討することが重要で

あるとともに、被告人の防御準備のために開示の必婆性が高い。 

８ 開示請求証拠： 

    被告人の平成２１年３月３０日の釈放時の状況、所持品等に関する捜査報告書、電話

聴取書、留置記録・所持品の目録その他これに準ずる書而のうち未開示のものすべて 

  類型：３１６条の１５第１項６号 

  特定の検察官請求証拠： 

    平成２１年３月１１日付司法警察員作成の取扱い状況報告書 

    平成１８年６月２８日付検察官作成の電話録取書 

  理由：上記検察官請求証拠は、被告人の犯行当日における釈放時の所持品及び状況等に関

する証拠であり、被告人の犯人性に関する証拠とされるが、その説明力を判断するた

めには、未開示の釈放時の状況、所持品等に関する書面の開示を受けて、その内容を

比較検討することが重要であるとともに、被告人の防御準備のために開示の必要性が

高い。 

９ 開示請求証拠： 

    被告人の逮捕状況、逮捕時の所持品等に関する捜査報告書、逮捕手続書、留置記録・

所持品の目録その他これに準ずる書面のうち未開示のものすべて 

  類型：３１６条の１５第１項６号 

  特定の検察官請求証拠： 

    平成２１年３月３１日付司法警察員作成の取扱い状況報告書 

    平成２１年６月２８日付検察官作成の電話聴取書 

    平成２１年４月７日付司法警察員作成の実況見分調書 

    平成２１年６月８日付司法警察員作成の遺留品発見状況捜査報告書 

  理由：上記検察官請求証拠は、被告人の釈放時の所持品及び犯行現場及び犯行現場付近に

遺留されていた物品及び被害品に関する証拠で、被告人の犯人性に関する証拠とされ

るが、その証明力を判断するためには、被告人の逮捕時の状況及び所持品に関する証

拠の開示を受けて、その内容を比較検討することが重要であるとともに、被告人の防

御準備のために開示の必要性が高い。 



14 

10 開示請求証拠： 

    被告人の供述録取書（弁解録取書、勾留質問調書を含む）、供述書のうち未開示のも

のすべて 

  類型：３１６条の１５第１項７号 

  特定の検察官請求証拠： 

    被告人の平成２１年４月２２日付司法警察員に対する供述調書 

    被告人の平成２１年３月１６日付検察官に対する供述調書 

    被告人の平成２１年５月１０日付検察官に対する供述調書 

  理由：上記検察官請求証拠の証明力を判断するためには、被告人の未開示の供述調書等の

すべての開示を受けて、供述経過及び調書の記載内容を検討することが重要であると

ともに、被告人の防御準備のために開示の必要性が高い。 

以 上 



15 

証拠開示請求に対する回答書 

 

 （罪 名） 窃盗，強怒傷人 

 （被告人） 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 

 上記被告人に対する頭書被告事件について，平成２１年７月１３日付け類型証拠開示請求書

による開示請求に対する検察官の回答は，以下のとおりである。 

 

 平成２１年７月３１日 

 

 東 京 地 方 検 察 庁 

 検察官 検事 儀 間 礼 嗣 ㊞ 

 

弁護人 石 田   茂 殿 

同   細 川 早智子 殿 

 

記 

第１ 上記類型証拠開示請求書１について 

 １ ①について 

   別表記載の証拠物のうち，番号１０の「毛髪ようのもの（現場段差スロープ中央東寄り

白輪内から採取したもの）」については回答を留保し，その余の証拠物を開示する。 

 ２ ②について 

   弁護人は，刑訴法第３１６条の１５第１項第６号に基づき，種々の証拠の開示を請求し

ているが，検祭宮が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実は何かを明記

しておらず，かかる請求では，開示諸求の対象になっている証拠の重要性や開示の必要性

が具体的に明らかでなく，同条第２項に反する請求であると言わざるを得ないが，訴訟促

進の見地から，以下の各証拠を任意に開示する。 

    ・平成２１年４月９日付け司法警察員巡査部長    作成の毛髪ようのもの採取状

況報告書，血痕ようのもの採取状況報告書 

    ・平成２１年３月３１日付け司法警察員巡査部長    作成の写真撮影報告書 

    ・同年４月１日付け司法警察員巡査部長    作成の遺留品発見状況捜査報告書 

    ・同月５日付け司法警察員警部補   作成の写真撮影報告書（遺留品発見場所を撮

影したもの），同（遺留品であるハンカチ及び封筒を撮影したもの），同（遺留品で

ある名刺入れ，テレホンカード及び名刺を撮影したもの），同（遺留品である銀行

封筒，小物入れ及び紙入れを撮影したもの），同（遺留品である黒色手提げ袋及び

収納物を撮影したもの） 

    ・平成２１年３月３０日付け司法警察員巡査    作成の遺留品発見報告書 

    ・同日付司法警察員警部補    作成の遺留品発見報告書 

    ・同日付司法警祭員巡査    作成の遺留品発見報告書（遺留物件が封筒１枚ほか

２点のもの） 

    ・同日付司法警察員巡査    作成の遺留品発見報告書（遺留物件が封筒１通ほか

１点のもの） 

    ・同日付司法警察員巡査    作成の遺留品発見報告書（遺留物件がカード入れ１

個のもの） 

    ・同日付司法警察員巡査    作成の遺留品発見報告書（遺留物件が黒木綿の手提

げバック１個ほか１７点のもの） 

    ・同年５月３１日付け司法警察員巡査部長    作成の遺留品写真撮影及び測定結

果報告書 
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    ・同年６月４日付け司法警察員巡査部長    作成の遺留品発見状況訂正報告書 

    ・同年６月１日付け司法警祭員巡査部長    作成の証拠品製造年月日確認報告書 

 ３ ③について 

   前記２と同様の理由で，弁護人の請求は，刑訴法第３１６条の１５第２項に反する請求

であると言わざるを得ないが，訴訟促進の見地から，以下の各証拠を任意に開示する。 

    ・平成２１年３月３０日付け司法警察員巡査部長    作成の領置調書（押収品が

毛髪ようのものほか４点のもの） 

    ・同日付け司法警察員巡査部長    作成の領置調書（押収品が血痕ようのものほ

か２点のもの） 

    ・同日付け司法警察員巡査    作成の領置調書 

    ・同日付け司法警察員警部補    作成の領置調書 

    ・同日付け司法警察員巡査    作成の領置調書 

    ・同日付け司法警察員巡査    作成の領置調書（押収品が封筒ほか２点のもの） 

    ・同日付け司法警察員巡査    作成の領置調書（押収品が封筒ほか１点のもの） 

    ・同日付け司法警察員巡査    作成の領置調書（押収品がカード入れのもの） 

    ・同月３１日付け    作成の還付請書（品名が小銭入れほか１点のもの） 

    ・同年４月８日付け    作成の還付請書（品名が東京都シルバーパスのもの） 

    ・同月３０日付け    作成の還付請書（品名が封筒ほか１点のもの） 

    ・同日付け    作成の還付請書（品名が封筒ほか２点のもの） 

    ・同日付け    作成の選付請書（品名がカード入れのもの） 

 

第２ 上記類型証拠開示請求書２について 

   平成２１年３月３１日付け尾方健任意提出に係るピデオテープの写しを開示する。 

 

第３ 上記類型証拠開示請求書３について 

   平成２１年３月３１日付け司法警察員巡査    作成の実況見分調書を開示する。 

 

第４ 上記類型証拠開示請求書４について 

   平成２１年３月３１日付け司法等察員巡査    作成の写真撮影報告書を開示する。 

 

第５ 上記類型証拠開示請求書５について 

 １ ①について 

   回答を留保する４ 

 ２ ②について 

   検察官の手持ち証拠にはない。 

 ３ ③について 

   平成２１年３月３１日付け司法警察員巡査部長   作成の聞取り聴取報告書を開示

する。 

 

第６上記類型証拠開示請求書６について 

 １ ①について 

   検察官の手持ち証拠にはない。 

 ２ ②について 

   以下の各証拠を開示する。 

    ・平成２１年３月３１日付け司法警察員に対する供述調書 

    ・同年４月１０日付け司法警察員に対する供述調書 

    ・同月２４日付け司法警察員に対する供述調書 

 ３ ③について 
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   検察官の手持ち証拠にはない。 

 

第７ 上記類型証拠開示請求書７について 

 １ ①について 

   弁護人の開示請求は，前記第１，２と同様の理由で刑訴法第３１６条の１５第２項に反

する請求であると言わざるを得ないが，訴訟促進の見地から，平成２１年４月２９日付け

の司法警察員に対する供述調書を任意に開示する。 

 ２ ②について 

   検察官の手持ち証拠にはない。 

 

第８ 上記類型証拠開示請求書８について 

   検察官の手持ち証拠にはない。 

 

第９ 上記類型証拠開示請求書９について 

   弁護人から，窃盗についての開示請求ではなく，強盗傷人についての開示請求である旨

の回答を得ているので，それを前提に回答するが，弁護人の請求は，前記第１，２と同様

の理由で刑訴法第３１６条の１５第２項に反する請求であると言わざるを得ない。 

   しかし，訴訟促進の見地から，以下の各証拠を任意に開示する。 

    ・平成２１年４月２２日付け司法警察員警部補    作成の通常逮捕手続書 

    ・同日付け司法巡査    作成の取扱い状況報告書 

    ・同日付け司法巡査    作成の所持金品目録 

 

第 10 上記類型証拠開示請求書１０について 

 １ 以下の各証拠を開示する。 

    ・平成２１年３月１７日付け勾留質問調書 

    ・同年４月２４日付け勾留質問調書 

 ２ 以下の各証拠については，いずれも被告人が署名及び指印を拒否しており，刑事訴訟法

第３１６条の１５第１項第７号の「供述録取書等」に該当しないが，訴訟促進の見地から

任意に開示する。 

    ・司法警察員に対する平成２１年３月１５日付け弁解録取書 

    ・司法警察員に対する同日付け供述調書（「出生地は」から始まるもの） 

    ・司法警察員に対する同日付け供述調書（「俺は」から始まるもの） 

    ・司法警察員に対する同月２０日付け供述調書（「私は，今年の」から始まるもの） 

    ・司法警察員に対する同日付け供述調書（「私は，平成２１年」から始まるもの） 

    ・司法響察員に対する同月２２日付け供述調書 

    ・司法警察員に対する同年４月２日付け弁解録取書 

    ・司法警察員に対する同日付け供述調書 

    ・検察官に対する同月２３日付け供述調書 

以 上 

 

 

 

別表 

番号 品  名 数量 

１ 黒木綿の手提げバック １個 

２ 札入れ（革に漆塗りの「印伝」の財布） １個 

３ 
領収書等の紙片類（静岡銘茶発行の領収書，パレプラージュ発行のプレゼ

ントカード，北区シルパー人材センター発行の請求書在中の封筒等） 
１３点 
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４ 缶詰（シロップ入りのぶどう） ２缶 

５ 紙パックジュース（カモメ製マンゴー＆アップル） １パック 

６ 紙パックジュース（十勝ブルガリア飲むヨーグルト） １パック 

７ 
紙片（但し，黒色長方形枠内に「警視庁」と黒色で印刷され，血痕様のも

のが付着し，破れているもの） 
１片 

８ 毛髪ようのもの（現場段差スロープ中央北寄り白輪内から採取したもの） １本 

９ 毛髪ようのもの（現場段差スロープ中央南寄り白輪内から採取したもの） １本 

10 毛髪ようのもの（現場段差スロープ中央東寄り白輪内から採取したもの） １本 

11 毛髪ようのもの（現場東道上北寄り白紐内から採取したもの） １本 

12 毛髪ようのもの（現場東道上南寄り白紐内から採取したもの） １本 

13 
血痕ようのもの（現場段差スロープ中央南寄り黒輪内から，セロハンテー

プ１枚に付着させ採取したもの） 
若干 

14 
血痕ようのもの（現場段差スロープ中央東寄り黒輪内から，セロハンテー

プ１枚に付着させ採取したもの） 
若干 

15 
血痕ようのもの（現場車道上黒輪内から，セロハンテープ１枚に付着させ

採取したもの） 
若干 
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証拠開示請求に対する回答書２ 

 

 （罪 名） 窃盗，強務傷人 

 （被告人） 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 

 上記被告人に対する頭書被告事件について，平成２１年７月３１日付け証拠開示請求に対す

る回答書で回答を留保した部分についての回答は，以下のとおりである。 

 

 平成２１年８月２４日 

 

 東 京 地 方 検 察 庁 

 検察官 検事 儀 間 礼 嗣 ㊞ 

 

弁護人 石 田   茂 殿 

同   細 川 早智子 殿 

 

記 

第１ 上記類型証拠開示諸求書１①について 

   「毛髪ようのもの（現場段差スロープ中央東寄り白輪内から採取したもの）」について

は検察官の手持ち経拠にはない。 

   なお，これに関し，平成２１年８月１５日付け司法警察員警部補    作成の証拠品

紛失状況報告書を任意に開示する。 

 

第２ 上記類型証拠開示請求書５①について 

   以下の各証拠を任意に開示する。 

    ・ぶどうの缶詰２缶から検出採取した現場指紋（採取番号２ないし５） 

    ・パレプラージュプレゼントカード及び静岡銘茶領収証（１９年３月２７日￥４,８

３０−等とあるもの）から検出採取した指紋を撮影した写真計４枚 

    ・「作成番号 警視庁赤羽署平成２１年第１５９号」から始まる書面 

以 上 
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平成２１年合（わ）第    号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

予定主張事実記載書面 

 

平成２１年１０月２日 

 

東京地方裁判所 刑事第２２部 御中 

 

 被 告 人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 主任弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 弁 護 人 細  川  早 智 子 ㊞ 

 

 上記被告人に対する窃盗、強盗傷人被告事件につき、弁護人が公判期日において行うことを

予定している主張は、下記のとおりである。 

記 

１ 平成２１年５月２９日付起訴状記載の公訴事実のうち、公訴事実第１については認めるが、

公訴事実２については、被告人は、無罪である。 

２ 公訴事実第２記載の日時における強盗傷人事件の発生そのものは争わないが、被告人以外

の第三者による犯行である。 

３ 被告人は、公訴事実第２記載の日時に、犯行現場に赴いたことはなく、菅井キンに対し、

暴行を行って傷害を負わせたり、同人の所有にかかる手提げバッグ等を強取したりしたこと

もない。 

４ 被告人は、犯行当日、警察署を釈放された際には、ぶどうの缶詰等の入った白色ビニール

袋を所持していたが、神谷公園周辺を歩いていた際、路地に缶詰等の入ったビニール袋を置

いて行き、その後被告人が戻って来た際には、同ビニール袋はなくなっていた。 

５ 被告人は、犯行当日、周辺を歩いている際、駐車場に落ちていた紙片等を見つけ、金目の

物がないか触ったことがあり、検察官主張のカード及び領収書の被告人の指紋は、その際、

付着したものと考えられる。 

６ 検察官が証拠請求しているビデオ映像（甲１８）に映っている人物は、被告人ではない。 

以 上 
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平成２１年合（わ）第    号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

主張関連証拠開示請求書 

 

平成  年  月  日 

 

東京地方検察庁 検察官 検事 殿 

 

 被 告 人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 主任弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 弁 護 人 細  川  早 智 子 ㊞ 

 

 上記被告人に対する窃盗、強盗傷人被告事件につき、弁護人は刑事訴訟法第３１６条の２０

に基づき、下記証拠の開示を請求する。 

 

記 

第１ 開示を求める証拠 

 １ ･･･ 

 ２ ･･･ 

第２ 開示を求める理由 

   ･･･ 

以 上 
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平成２１年合（わ）第    号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

裁 定 請 求 書 

 

平成  年  月  日 

 

東京地方裁判所 刑事第 部 御中 

 

 被 告 人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 主任弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 弁 護 人 細  川  早 智 子 ㊞ 

 

 上記被告人に対する窃盗、強盗傷人被告事件に関し、弁護人は刑事訴訟法第３１６条の２６

に基づき、下記証拠について、検察官に対して開示を命じる決定を求める。 

 

記 

第１ 開示を求める証拠 

１ ・・・ 

２ ・・・ 

第２ 開示を求める理由 

   ・・・ 

 

以 上 
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裁判長認印㊞ 

平成２１年合（わ）第    号 

 

第 １ 回 公 判 前 整 理 手 続 調 書 

 

被 告 人 の 氏 名 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

被 告 事 件 名 窃 盗 ， 強 盗 傷 人 

公判前整理手続をした年月日 平 成 ２ １ 年 ７ 月 ２ ４ 日 

公判前整理手続をした場所 東京地方裁判所   号法廷 

公判前整理手続をした裁判所 東京地方裁判所刑事第２２部 

裁 判 長 裁 判 官 竹 村 眞 史 

裁     判     官 江 口 衛 

裁     判     官 白 井 徹 

裁 判 所 書 記 官  某   

出 頭 し た 検 察 官 儀 間 礼 嗣 

出 頭 し た 弁 護 人（主任） 石 田 茂 

同 細 川 早 智 子 

証明予定事実等 

 検察官 

 証拠等関係カード及び平成２１年６月２９日付け証明予定事実記載書記載のと

おり 

訴訟の進行等について 

 訴訟関係人間で以下のとおり確認した。 

 １ 検察官は７月３１日までに弁護人からの類型証拠開示請求についての回答

をする。ただし，同日に上記回答と同時に開示することが難しい証拠もある。 

 ２ 弁護人は，８月２０日までに検察官請求証拠に対する証拠意見を明らかにす

る。なお，検察官からの上記回答について，弁護人が改めて対応する場合があ

れば，これも同日までに行う。 

 ３ 上記１及び２の経過に照らして可能であれば，弁護人において，８月３１日

までに予定主張を明らかにする。 

既に指定済みの公判前整理手続期日 

 平成２１年８月２７日午前１０時００分 

 平成２１年７月２４日 

 東京地方裁判所刑事第 部 

 裁判所書記官 某 ㊞ 
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裁判長認印㊞ 

平成２１年合（わ）第    号 

 

第 ２ 回 公 判 前 整 理 手 続 調 書 

 

被 告 人 の 氏 名 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

被 告 事 件 名 窃 盗 ， 強 盗 傷 人 

公判前整理手続をした年月日 平 成 ２ １ 年 ８ 月 ２ ７ 日 

公判前整理手続をした場所 東京地方裁判所   号法廷 

公判前整理手続をした裁判所 東京地方裁判所刑事第２２部 

裁 判 長 裁 判 官 竹 村 眞 史 

裁     判     官 江 口 衛 

裁     判     官 白 井 徹 

裁 判 所 書 記 官  某   

出 頭 し た 検 察 官 儀 間 礼 嗣 

出 頭 し た 弁 護 人（主任） 石 田 茂 

同 細 川 早 智 子 

被告人の確認 

 被告人は，裁判長の人定質問に対して，職業が無職であること以外は答えないの

で起訴状記載の警視庁赤羽警察署留置番号４号は被告人自身かを確認したとこ

ろ，「はい」と答えた。また，裁判長は起訴状添付の顔写真と被告人警視庁赤羽

警察署留置番号４号の容ぼうを対照した。 

証拠開示について 

 検察官 

 類型証拠開示について，回答書（２通）のとおり，全て開示の準備ができていま

す。 

訴訟の進行について 

 訴訟関係人間で以下のとおり確認した。 

 １ 弁護人は，検察官からの平成２１年８月２４日付け証拠開示請求に対する回

答書２に基づいて本日付け証拠意見書で意見留保した証拠について意見を平

成２１年９月１８日までに述べる。また，予定主張事実記載書面についても同

日までに提出する。 

 ２ 検察官請求証拠のうち被害者の供述調書については，被告人と犯人の同一性

を立証するための証拠としては位置づけられていないことを前提に再度弁護

人において証拠意見を検討する。 

証拠の整理について 

 証拠等関係カード記載のとおり 

指定告知した次回公判前整理手続期日 

 平成２１年１０月２日午前１０時００分 

 平成２１年８月２８日 

 東京地方裁判所刑事第２２部 

 裁判所書記官 某 ㊞ 
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裁判長認印㊞ 

平成２１年合（わ）第    号 

 

第３回公判前整理手続調書 

 

被 告 人 の 氏 名 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

被 告 事 件 名 窃 盗 ， 強 盗 傷 人 

公判前整理手続をした年月日 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ２ 日 

公判前整理手続をした場所 東 京 地 方 裁 判 所 第 研 究 室 

公判前整理手続をした裁判所 東京地方裁判所刑事第２２部 

裁 判 長 裁 判 官 竹 村 眞 史 

裁     判     官 江 口 衛 

裁     判     官 白 井 徹 

裁 判 所 書 記 官  某   

出 頭 し た 検 察 官 儀 間 礼 嗣 

出 頭 し た 弁 護 人（主任） 石 田 茂 

同 細 川 早 智 子 

予定主張事実等 

 主任弁護人 

 本日付け予定主張事実記載書面のとおり。本件強盗傷人被告事件について，犯人

と被告人の同一性を争う方針である。 

争点等の整理 

 訴訟関係人間で，本件の争点等について，次のとおり確認した。 

 １①公訴事実第２記載の日時場所において強盗傷人事件が発生したこと，②検察

官が主張する被害品や遺留品の発見状況，③被害品や遺留品から被告人の指紋

が検出されたことについては，主張や証拠の関係で特に争いはない。 

 ２⑴ 被告人が釈放された際の所持品のうち，「警視庁」と印刷された茶封筒を

被告人が所持していたかどうかについては主張の食い違いがあるが，ぶどう

の缶詰２個，紙パックジュース２個及びビニール袋を所持していたことにつ

いては，争いがない。 

  ⑵ 検察官は，被告人が前記茶封筒を所持していたことに関する主張及び立証

の扱いをどうするか検討する。 

 ３ 検察官は，被告人が犯行時刻に近接した時間帯に犯行現場近くに存在してい

たこと（証明予定事実記載書第２の１の⑵を証明するため，捜査報告書抄本（甲

１８）に代えて防犯ビデオを証拠物として証拠請求することを検討するととも

に，必要があれば次回公判前整理手続期日までに，上記間接事実に関する主張

及び立証を追加する。 

 ４ 弁護人側としては本日付け予定主張事実記載書面で明らかにした以上に，被

告人の行動と犯行の先後関係は明らかにすることはできない。いわゆるアリバ

イの主張はしない。 

証拠の整理について 

 証拠等関係カード記載のとおり 

訴訟の進行について 

 裁判長 

 次回，公判前整理手続を終了して，公判審理の予定を立てることにする。 

次回公判前整理手続期日 

 先に指定した，平成２１年１０月２２日午前１０時００分の期日を，平成２１年

１１月２７日午前１１時００分と変更する。 
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 平成２１年１０月２日 

 東京地方裁判所刑事第 部 

 裁判所書記官 某 ㊞ 
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裁判長認印㊞ 

平成２１年合（わ）第    号 

 

第 ４ 回 公 判 前 整 理 手 続 調 書 

 

被 告 人 の 氏 名 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

被 告 事 件 名 窃 盗 ， 強 盗 傷 人 

公判前整理手続をした年月日 平 成 ２ １ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 

公判前整理手続をした場所 東 京 地 方 裁 判 所 第 研 究 室 

公判前整理手続をした裁判所 東京地方裁判所刑事第２２部 

裁 判 長 裁 判 官 竹 村 眞 史 

裁     判     官 江 口 衛 

裁     判     官 白 井 徹 

裁 判 所 書 記 官  某   

出 頭 し た 検 察 官 儀 間 礼 嗣 

出 頭 し た 弁 護 人（主任） 石 田 茂 

同 細 川 早 智 子 

訴訟の進行について 

 検察官 

 新たに，遺留品の発見状態等に関する証拠数点の請求を検討しているので，続行

されたい。本来，事前に証拠開示しておくべきところ，当方の手違いで証拠開示

が遅れた。弁護人には速やかに開示する予定である。 

 主任弁護人 

 開示後，できるだけ速やかに証拠請求に対する意見を明らかにする。 

 裁判長 

 公判前整理手続を続行することとし，次回は証拠決定を行って公判審理の予定を

立てた上で公判前整理手続を終了することとする。 

証拠の整理について 

 証拠等関係カード記載のとおり 

指定した次回公判前整理手続期日 

 平成２１年１２月１８日午後２時３０分 

 平成２１年１１月２７日 

 東京地方裁判所刑事第 部 

 裁判所書記官 某 ㊞ 
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裁判長認印㊞ 

平成２１年合（わ）第    号 

 

第 ５ 回 公 判 前 整 理 手 続 調 書 

 

被 告 人 の 氏 名 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

被 告 事 件 名 窃 盗 ， 強 盗 傷 人 

公判前整理手続をした年月日 平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 

公判前整理手続をした場所 東京地方裁判所刑事第 部準備室 

公判前整理手続をした裁判所 東京地方裁判所刑事第２２部 

裁 判 長 裁 判 官 竹 村 眞 史 

裁     判     官 江 口 衛 

裁     判     官 白 井 徹 

裁 判 所 書 記 官  某   

出 頭 し た 検 察 官 儀 間 礼 嗣 

出 頭 し た 弁 護 人（主任） 石 田 茂 

同 細 川 早 智 子 

証拠調べ等 

 証拠等関係カード記載のとおり 

証明予定事実等 

 検察官 

 １ 平成２１年６月２９日付け証明予定事実記載書の第２の１の⑴のうち，「逮

捕時の所持品である白色ビニール袋に入った『警視庁』と印刷された茶封筒（ぶ

どうの缶詰２個及び紙パックジュース２個在中）」という主張を「逮捕時の所

持品である白色ビニール袋に入ったぶどうの缶詰２個及び紙パックジュース

２個」という主張に変更する。 

 ２ 同書第２の１の⑵及び同書第３の３の各主張を撤回する。 

争点及び証拠の整理の結果の確認 

 訴訟関係人で以下のとおり確認した。 

 １ 公訴事実第１（窃盗）について 

   公訴事実について争いはない。 

 ２ 公訴事実第２（強盗傷人）について 

   被告人と犯人の同一性が争点である 

  ⑴ 争いのない事実 

    検察官の主張する以下の①ないし④の各事実については争いがなく，検察

官は，これらの事実から被告人と犯人の同一性が認められると主張する。 

   ① 公訴事実第２に記載されたとおりの強盗傷人事件が発生したこと 

   ② 公訴事実第１の犯行に及んで赤羽警察署で身柄を拘束されていた被告

人は，平成２１年３月３０日午後６時２分ころに釈放されたが，その際，

被告人はぶどうの缶詰２個及び紙パックジュース２個在中の白色ビニー

ル袋を所持していたこと 

   ③ 同日午後６時５５分ころ本件犯行現場である被害者方前路上でぶどう

の缶詰２個及び紙パックジュース２個が発見され，そのぶどうの缶詰１個

から検出された指紋が被告人の右手母指の指紋と符合したこと 

   ④ 同日午後７時２０分ころ，東京都北区神谷２丁目４７番８号付近で発見

された被害品である手提げバックに在中していたカード及び領収証から

検出された指紋が，それぞれ被告人の右手中指及び右手示指の指紋と符合

したこと 
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  ⑵ 弁護人の主張 

    弁護人は，上記各間接事実のうちの③及び④に関して，次のように主張し，

上記間接事実から被告人が犯人であると推認することはできないと主張す

る。 

   ㋐ 被告人は，事件の発生する前に神谷公園周辺を歩いていた際，上記ぶど

うの缶詰等の入ったビニール袋を放置した 

   ㋑ 被告人は，神谷公園周辺を歩いていたところ，駐車場に落ちていた紙片

等を見つけ，金目のものがないか触ったことがあり，上記被害品から検出

された指紋はその際に付着したものである 

 ３ 証拠の整理 

   証拠等関係カード記載のとおり 

   なお，最近になって被告人の人定に関する捜査に進展があったとのことなの

で第１回公判期日の前に被告人の身上に関する証拠の取扱いを検討する（必要

に応じて，この点に関する打合せを平成２２年１月１５日午後３時３０分から

行う）。 

公判の審理予定 

 別紙公判の審理予定記載のとおり 

指定した公判期日 

 平成２２年１月２２日午後１時３０分（冒頭手続，証拠調べ，被告人質問） 

 平成２２年１月２９日午前１０時００分（論告，弁論） 

 平成２２年２月１２日午前１０時００分（判決宣告） 

 平成２１年１２月１８日 

 東京地方裁判所刑事第２２部 

 裁判所書記官 某 ㊞ 

 

 

 

（別紙） 

公判の審理予定 

 

第１回公判期日 １月２２日 13:30〜13:50 冒頭手続 

  13:50〜14:10 証拠調べ 冒頭陳述 

  14:10〜14:30      書証 

  14:30〜15:30 被告人質問弁護人 

  15:40〜16:20      検察官 

  16:20〜16:40      裁判所 

第２回公判期日 １月２９日 10:00〜10:30 論告 

  10:30〜11:00 弁論 

第３回公判期日 ２月１２日 10:00〜10:30 判決宣告 
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平成  年合（わ）第  号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

予定主張記載書面 

 

平成２２年１月１５日 

 

東京地方裁判所 刑事第２２部 御中 

 

 被 告 人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 主任弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 弁 護 人 細  川  早 智 子 ㊞ 

 

 上記被告人に対する窃盗、強盗傷人被告事件につき、弁護人の予定主張を次のとおり変更す

る。 

 

記 

第１ 公訴事実について 

 １ 平成２１年５月２９日付起訴状記載の公訴事実第１については、認める。 

 ２ 平成２１年５月２９日付起訴状記載の公訴事実第２については、以下２点を除き認める。 

  ⑴ 暴行態様について 

    被告人が、缶詰等が入った袋で被害者の頭部を殴打したのは１回のみであり、その後

は路上に倒れた被害者の顔面を足蹴りにしたものである。 

  ⑵ 被害品について 

    被告人が、被害者の所持していた手提げバッグを強取した事実は認めるが、上記バッ

グの在中物に商品券４０枚が含まれていたという認識はないし、同商品券を利得した事

実もない。 

 

第２ 情状について 

 １ 被告人は、はじめから被害者を殴る等の暴行を加えるつもりはなく、ただバッグをひっ

たくるつもりで被害者の背後に近づいた。ところが、同女が急に振り返ったため、慌てた

被告人は、反射的に同女を缶詰の入ったビニール袋で殴るなどの暴行を行ってしまった。

被告人には、当初より被害者に傷害を負わせる意図があったわけではない。 

 ２ 被告人は、両親と３人家族で生活していたが、平成１０年１月、被告人が中学３年生の

ころ、父親が焼身自殺し、その葬儀の日に母親が行方不明となり、その後、平成１７年４

月に山中で死体となって発見された。 

   被告人は、そのころ、父方の祖父母及び叔父と暮らしていたが、母親の死亡が確認され

た数か月後に家出し、以後、今回逮捕されるまでホームレス生活を送って来た。 

   本件事件の背景には、被告人のかかる悲惨な生育歴・生活歴がある。 

 ３ 被告人は、現在、犯行を反省し、事実関係すべてを明らかにしており、今後は、ホーム

レスの自立支援等の手続を利用して、自らの生活基盤を立て直し、人生をやり直す意思で

ある。 

以 上 
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平成２１年合（わ）第    号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

証拠調べ請求書 

 

平成２２年１月１５日 

 

東京地方裁判所 刑事第２２部 御中 

 

 被 告 人 警視庁赤羽警察署留置番号４号 

 主任弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 弁 護 人 細  川  早 智 子 ㊞ 

 

 上記被告人に対する頭書被告事件について、弁護人らは下記のとおり証拠の取調べを請求す

る。 

記 

１ 弁第１号証 東京都公式ホームページ抜粋 

  （作 成 者） 東京都福祉保健局 

  （作 成 日） 平成２１年３月１３日 

  （立証趣旨） 東京都と特別区が行っている路上生活者自立支援システムの内容 

２ 弁第２号証 生活保護について（東京都発行の「社会福祉の手引２００８」抜粋） 

  （作 成 者） 東京都 

  （作 成 日） 平成２０年８月 

  （立証趣旨） 生活保護制度のしくみ、扶助内容等 

３ 弁第３号証 路上生活者（ホームレス）対策について（東京都発行の「社会福祉の手引

２００８」抜粋） 

  （作 成 者） 東京都 

  （作 成 日） 平成２０年８月 

  （立証趣旨） 東京都と特別区が行っている路上生活者対策の内容と、自立支援センター

への入所相談の窓口である各区の福祉事務所の所在地一覧 

以 上 
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裁判員選任手続の解説 

 

 ─  

  原則：裁判官３名，裁判員６名，補充裁判員数名（裁判員の参加する刑事裁判に関する法

律２条２項） 

  例外：裁判官１名，裁判員４名，補充裁判員数名（２条３項） 

     公判前整理手続において，公訴事実に争いがなく，事件内容等を考慮して適当と認

められる場合は，裁判官１名，裁判員４名からなる合議体合議体を構成して審理及び

裁判をする旨の決定をすることができる。 

  ＊ 補充裁判員：審判の期間等の諸事情を考慮し，裁判所が必要があると認めるときは補

充裁判員をおくことができる。審理に立ち会い，裁判員の員数に不足が生じた場合，あ

らかじめ定める順序に従い，裁判員に選任される（１０条）。 

 ╕≢─ ╣ 

 ① 具体的な事件後ごとに，裁判員候補者名簿からくじによって裁判員候補者が選任され

（２６条），期日の約 1 か月半前ころに呼出状が送達される（２７条）。その際，裁判員候

補者に対する質問票（３０条）（３４ページ参照）が同封され，当日の選任手続の資料と

される。 

 ② 質問票に記載された辞退理由によっては，呼出し取消しとなることがある。 

 ③ 一事件で裁判員候補者として呼び出されるのは約３０～５０名 

 ④ 選任手続期日の２日前までに，裁判所から，検察官・弁護人双方に，裁判員候補者の氏

名を列記したリストが送付される（年齢，性別，住所は不明）（３１条１項）。 

 ─ ╣ 

 ① 候補者は呼び出された選任手続期日(午前中)に裁判所に出頭。 

 ② 選任手続に先立ち，検察官，弁護人が候補者から返送されてきた質問票を閲覧（３１条

２項）。 

 ③ 非公開法廷にて，検察官，弁護人立会いの下で，裁判長が候補者に対して裁判員となる

ことに差し支えのある事由がないか，不公正な裁判をするおそれがないかどうかについて

質問する（３４条１項）。 

 ④ 検察官・弁護人は，不公正な裁判をするおそれがないか否かの判断のために必要と思料

する質問を，裁判長が候補者に対してすることを求めることができる（３４条２項：当事

者に質問権はない）。 

 ⑤ 理由なき不選任のための判断材料としての質問を求めることはできない。 

 ⑥ 法定の理由により裁判員となることができない者と認めたとき，あるいは不公正な裁判

をするおそれがあると認めたとき，検察官，弁護人の請求（理由を示した不選任の請求）

あるいは職権で，当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない（３４条

４項）。 

 ⑦ 検察官，弁護人は，理由を示さない不選任の請求をすることができる。２条２項の場合

は双方とも各４人まで，２条３項の場合は各３人まで。不選任の請求があれば，裁判所は

不選任の決定をする（３６条）。 

 ⑧ 辞退者，不選任決定された者を除く候補者から，くじで選任決定（３７条）。 

 ⑨ 選任決定後，裁判所から裁判員に対する簡単なオリエンテーション，裁判員の宣誓（３

９条）等。選任決定当日の午後から審理に入る場合が多い。 
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⌐ ∆╢ ⌐ ∏⅔ ╖ↄ∞↕™⁹ 

 

─  

 

 質問票では，裁判員又は補充裁判員（以下「裁判員等」といいます。）になることができな

い方であるかどうか，また，裁判員等になることの辞退を希望される方については辞退できる

事由があるかどうかということについてお尋ねします。 

 裁判員等になることができない事由及び裁判員等になることを辞退できる事由については，

下記Ⅱに記載しておりますので，よくお読みの上，御回答ください。 

 

з  

 ・ 質問票への御記入にあたっては，あなたの現在の状況に照らして，率直に回答してくだ

さい。 

 ・ ペン又はボールペンで御記入ください。 

 ・ お名前欄には，必ず御本人が署名（自筆）をしてください。また，押印も忘れずにして

ください。 

 ・ 質問票に御記入していただいた内容によっては，裁判所にお越しいただかずに，呼出し

を取り消すことがあります。この場合には，再度連絡いたします。取消しの連絡がない場

合には，呼出状に記載された日時に裁判所までお越しください。 

 

и ⌐⌂╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌂≥⌐≈™≡ 

  ─╟℮⌂ │ ⌐⌂╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪⁹ 

Ợ ─ ─ ─℮∟ ─  

  ᵑ  

  ᵒ  

  ᵓ ─™∏╣⅛⌐ ≡│╕╢ ─ ─  

   ▬ ─ ─℮∟ ─ ╩ ↑╢ ─

ה ─ ה ─ ∕─ ─ ≢ ╘╢╙─  

   ꜡ ─℮∟ ─ ─ ┘ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ∆╢ ─ ─ ╩ ↑╢  

   Ɫ ─ ─℮∟ ─ ─ ⌐ ∆╢ ┘ ─

╩ ↑╢  

   ♬ ─ ─℮∟ ▬ ─ ─ ╩ ↑╢ ꜡

─ ─ ─ ╩ ↑╢  

 

Ợ ─℮∟ ─  

  ᵔ ┘ ≢№∫√  

  ᵕ ┘ ≢№∫√  

  ᵖ ╩ ╗⁹ ∂⁹ ┘ ≢№∫√  

  ᵗ  

  ᵘ  

  ᵙ  

  ᵚ ≤⇔≡─ ╩ ℮  

  ᵛ ─ │ ⅝╕∆⁹  

  ᵜ ─ │ ⅝╕∆⁹  

  ᵝ ┘ ┘⌐ │ ⅝╕

∆⁹  

  ᵞ │ ≤⌂╢ ╩ ∆╢  
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  ᵟ ⌐ ╘╢ ─ │ ─ ─ │  

  ᵠ  

 

Ợ ∕─ ─  

  ᵡ ┘ ╩ ╗⁹ ─  

  ᵢ  

  ᵣ ≤⌂╢ ╩ ⇔⌂™  

   β ⌐│ ─ ≢∆⁹ 

   ▪ │  

   ▬ ─ ⌐ ∑╠╣ ∕─ ╩ ╦╢╕≢ │ ╩ ↑╢↓≤⅜⌂ↄ⌂╢

╕≢─  

   ► ─ ╩ ↑ ─ ⅛╠ ╩ ⇔⌂™  

   ◄ ─ │ ─ ⌐№∫≡ ─ 109 ⅛╠

111 ╕≢⌐ ∆╢ ╩ ⇔ ⌐ ∑╠╣√  

   ○ ─ ⌐⅔™≡ │∕─ ⌐ ⇔√ ╩ ≢

∆╢↓≤╩ ∆╢ ∕─ ─ ╩ ⇔ │↓╣⌐ ⇔√  

  ᵤ ─ ─√╘ ─ ╩⌂⇔≤→╢↓≤⅜ ⌐╗∏⅛⇔™  

 

 ─╟℮⌂ │ ⌐⌂╢↓≤╩ ≢⅝╕∆⁹ 

ᵑ  

ᵒ ─ ─ √∞⇔ ⌐ ╡╕∆⁹  

ᵓ ─ │  

 β ≤│

╩™™╕∆⁹ 

   ╕√ ─╒╓∆═≡─ ─ ─ ⌐ ⅜ ↕╣≡™╢ ─

⌐ ∆╢ ⌐ ╡╕∆⁹ 

ᵔ ⌐ │ ─ ⌐№∫√⁹ 

 

 ─╟℮⌂ ⅜№∫≡ ≤⌂╢↓≤╛ ⌐ ↕╣√ ⌐ ⌐

↑╢↓≤⅜╗∏⅛⇔™ │ ⌐⌂╢↓≤╩ ≢⅝╕∆⁹ 

ᵑ ™ │◔●⌐╟╡ ⌐ ↑╢↓≤⅜╗∏⅛⇔™⁹ 

ᵒ │ ⅜ ╦╣⌂↑╣┌ ╩ ╢↓≤⅜╗∏⅛⇔™ ─ ─ │

╩ ℮ ⅜№╢⁹ 

ᵓ ∆╢ ⌐⅔↑╢ ⌂ ≢ ≢ ⇔⌂↑╣┌∕─ ⌐

⌐ ⅝⌂ ⅜ ∂╢⅔∕╣⅜№╢⁹ 

ᵔ ─ ┼─ ⌂≥ ─ ⌂ ≢ ─ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝⌂™╙─

⅜№╢⁹ 

 

※ 具体的な事情の記載についで 

  上記３の①〜④の事由があるとして辞退を申し立てる場合には，質問票に，その具体的な

事情についても記載していただきます。その場合には，以下の事項を含めてできるだけくわ

しく記載してください。 

①を記入された方は， 

 ・ 重い病気又はケガの具体的な内容，症状 

②を記入された方は， 

 ・ あなたと介護又は養育を必要とされる方の関係 

 ・ 介護を必要とされる方がいらっしゃる場合はその方の心身の状態，要介護認定等を受け

られている場合にはその区分 
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 ・ 養育を必要とされる方がいらっしゃる場合はその方の年齢 

 ・ 介護又は養育を他の方に代わっていただくことがむずかしい理由 

③を記入された方は， 

 ・ 従事する事業（仕事）の内容 

 ・ 重要な用務の内容 

 ・ その用務を他の方に代わっていただくことがむずかしい理由 

 ・ 裁判に参加することで生じるおそれがある事業（仕事）への損害 

④を記入された方は， 

 ・ 重要な用務の内容 

 ・ 他の日時に行うことがむずかしい理由 
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─ ₈ ─ ₉╩╟ↄ⅔ ╖─ ↄ∞↕™⁹  

ₒ 1│ ⅜ ⇔≡ↄ∞↕™⁹x  

  и─ ⌐ ↕╣√╙── ⌐ ≡│╕╢╙─⅜№╡╕∆⅛⁹

─₈№╢₉ │₈⌂™₉─™∏╣⅛╩ủ≢ ╪≢ↄ∞↕™⁹╕√ ₈№╢₉─ ⌐

│ ≡│╕╢╙── ᵑ⅛╠ᵤ╕≢─ ╩∆═≡ₒ ₓ  ⌐ ⇔

≡ↄ∞↕™⁹ 

 

   №╢ ⌂™ 

   ₒ ₓ           

 

ₒ │ и─ ⌐ ↕╣√╙─⌐ ≡│╕╢ ≢ ╩ ⇔ ≡╢

─╖ ⇔≡ↄ∞↕™⁹x  

  и─ ⌐ ↕╣√╙──℮∟ ╩ ⇔ ≡╢ ≤⇔≡ ≡│╕╢╙

── ᵑ⅛╠ᵔ╕≢─ ╩ₒ ₓ  ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

 

   ₒ ₓ           

 

ₒ │ и─ ⌐ ↕╣√╙─⌐ ≡│╕╢ ≢ ╩ ⇔ ≡╢

─╖ ⇔≡ↄ∞↕™⁹x  

 и─ ⌐ ↕╣√╙──℮∟ ╩ ⇔ ≡╢ ≤⇔≡ ≡│╕╢╙─

─ ᵑ⅛╠ᵔ╕≢─ ╩ₒ ₓ  ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√ ∕─

⌂ β ⌐≈™≡ ₒ ⌂ ₓ  ⌐≢⅝╢∞↑ↄ╦⇔ↄ ⇔≡ↄ∞↕

™⁹  

β ⌂ ⌐≈™≡ 

  ⌐ ≡│╕╢⅛≥℮⅛╩ ∆╢ ─ ⌂ ≤⌂╡╕

∆─≢ ∏ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⌐№√∫≡│ и─ ₈β

⌂ ─ ⌐≈™≡₉⌐№╢ ╩ ╘≡ ≢⅝╢∞↑ↄ╦

⇔ↄ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

   ₒ ₓ     

   ₒ ⌂ ₓ 

 

 

 

   ₒ ₓ     

   ₒ ⌂ ₓ 

 

 

 

 

        
   ┤╡⅜⌂  

 ⅔   

 

Ἑ ⌐ ↕╣√ ℮∟     ─ ∞↑≢№╣┌ ≢⅝╢≤™℮ │

─□⌐♅▼♇◒╩⅔ ™™√⇔╕∆⁹ 

 

 □      ∞↑≢№╣┌ ≢⅝╕∆⁹ 
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平成２１年合（わ）第    号 窃盗、強盗傷人被告事件 

 

弁 論 要 旨 

 

東京地方裁判所 刑事第２２部 御中 

 

平成２２年１月２９日 

 

 被 告 人 警視庁赤羽警察署留置番号４号こと 

 主任弁護人 石 田  茂 ㊞ 

 弁 護 人 細  川  早 智 子 ㊞ 

 

第１ はじめに 

   弁護人は、本件公訴事については争っておりません。 

   強盗傷人について何回殴ったか、初めから殴るつもりであったかについては検察官の主

張と若干異なります。しかし、被告人は、被害者菅井キンさんに対し、暴力を加えバック

を奪い取った事実については、これを認め、自ら犯した犯罪について深く反省しておりま

す。 

   本件の最大の争点は被告人にいかなる刑罰を科すのが妥当かどうか、いわゆる量刑の問

題であります。 

   検察官は、被告人の犯した犯罪は計画的であり、悪質、危険な行為であり、求刑７年が

相当であると主張しています。 

   確かに被告人の犯した犯罪は社会的に非難されるべき行為です。しかし、果たして求刑

７年が妥当といえるのでしょうか。 

   弁護人は検察官の求刑は重きにすぎ、本件被告人に対する求刑としては不適切であると

考えます。 

   被告人の求刑を判断する上では、被告人が何故犯罪に至ってしまったのか、被告人の生

い立ち、育った環境から遡って犯罪の背景、原因を考えなければなりません。 

   また、被告人の更生のためにはどのような刑罰が妥当かという点も考慮しなければなり

ません。 

   そして、犯した罪の態様、その他被告人に関する被告人の一般情状を考慮しなければな

りません。 

   以下、弁護人は被告人にとって有利な事情、斟酌すべき事情について申し上げます。 

 

第２ 本件犯行の背景 

 １ 被告人の生い立ち 

   被告人は昭和５８年３月９日、父○○、母○○の一人息子として△県△市において出生

しました。 

   被告人が中学３年まで、家族３人で生活していました。父親は医療機器の製造会社に勤

務する会社員であり、母親は専業主婦でした。 

   家族でよく会話をし、食事をし、特には旅行に出かける極々平凡でどこにでも見られる

幸せな家庭でした。被告人は中学を卒業した後、専門学校に進学するつもりでした。とこ

ろが、被告人が中学３年生の１月ころ父親が焼身自殺で亡くなりました。 

   父親の葬式の日に夫の死を悲しんだ母親は、被告人に何も告げず失踪し、７年後に山中

で凍死した姿で発見されました。 

   中学３年の被告人の人生に突然襲った悲劇は、悲惨というほかはありません。 

   多感な中学３年生のとき、両親二人を突如として失ったのです。天涯孤独になりました。

その後、被告人は、母方のおばあさんの家に引き取られ、約４年間おばあさんと二人で暮
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らしました。 

   専門学校に行くことを断念した被告人はファミリーレストランなどで１年間ほどアル

バイトを続け、その後もいろいろなアルバイトをして生活費を稼ぎましたが長続きせず、

結局、働かないようになりました。そのうちおばあさんの暮らしが苦しくなり、被告人の

面倒を見ることができず、今度は父方の実兄の下に引き取られました。 

   被告人は、××県において、おじさん夫婦と父の母（おばあさん）の４人で生活を始め

ました。被告人が１８歳のころのことでした。 

   しかし、そのころの被告人は、既に気力を失い仕事をすることもできず、また上手に対

人関係をとることができない精神状態でした。 

   おじさんの供述調書と被告人の話によると被告人はおじさんの家で暮らしていた間、大

人たちと口をきかず、座布団を頭巾がわりにかぶり、目と口の部分をくりぬいて食事をし

たり、外に出かける時も座布団をかぶったまま生活していたということです。 

   被告人は完全に外界との接触を断ち、自分の殻の中に引き込もるようになりました。こ

れは、被告人が精神的にかなり追い詰められて病んだ状態であるといえます。 

   中学３年に突然両親を失い、兄弟もなく、親戚に預けられた少年の境遇を考えれば、無

理からぬことかも知れません。 

   平成１７年の４月に、母親がおじさん宅の近くの山中で凍死した姿で発見されました。

死亡推定日時は、父親の葬式の日でした。被告人は、これまで心の中で、いつか母親が生

きて自分を迎えにきてくれるのではないかとの期待を持っていたはずです。このような夢

が無惨にも打ち砕かれました。 

   その後も、被告人はおじさんから仕事をするように、働くように言われ続けました。被

告人もおそらく働きたかったと思います。しかし、被告人の気力がついていかなかったの

です。 

   彼はおじさんからの要求に耐え切れず、ついにおじさんの家を出てしまいました。彼の

所持金は数万円でした。母親の死亡を知らされた４か月弱後の８月頃でした。被告人が２

２歳のころのことでした。 

   その後は、被告人は路上生活者として過ごすことになりました。残飯をあさり、路上で

お金を拾い生活しておりました。 

   時には、店から食物を万引きして警察に逮捕されることもありました。 

   逮捕されても被告人は決して名前を明かしませんでした。おじさんに知られるのが嫌だ

ったからです。 

   このような生活をして今回の事件を起こしてしまったのです。 

   平成１９年３月１４日シュークリーム１個を万引きし、赤羽警察に逮捕され約２週間警

察に勾留されました。 

   本件強盗傷人の事件は赤羽警察の留置所を釈放されたその日のうちに起きたものです。 

   被告人は所持金がほとんどなく、再びホームレスの生活に戻らざるを得ず、精神的にも

経済的にも危機に瀕しておりました。 

   現場近くの商店街を歩いているうちにひったくりをしようと思いつき、被害者の菅井キ

ンさんに目を付けて本件犯行を犯してしまったのです。単純な利欲的な動きではないので

す。生活に行き詰まり、自暴自棄になったゆえの犯行です。 

   本件犯行は被告人の生活歴、ホームレス生活に陥った事実を考慮せずに語ることはでき

ないものです。 

 

第３ 被告人の更生、教育のために必要なものは何か 

   以上申し上げてきましたとおり、被告人は悲惨な生育歴があり、彼の人格や精神状態は

中学３年時から成長が止まり、未成熟のまま成人を迎えてしまったのです。彼の心は中学

３年のままです。法律上は成年男子でありますが、中学３年以降、両親と死別してからは

まともな教育を受けずに社会との正常なコミュニケーションを欠いたままで過ごし、今日
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に至っているのです。 

   彼の量刑を決めるには、彼が更生するためには何が最適な処遇であるかを考えねばなり

ません。被告人に必要なのは厳罰ではなく、社会内における教育です。失った何年間を取

り戻させることが必要なのです。刑罰も少年に対する処遇と同じ視点が必要なのです。 

   このような見地からすれば、被告人に対し検察官が求めるような長期懲役刑は彼の更生、

教育にとっては不適切です。被告人に対してはできる限り短い刑期を科して、その内容も

教育を中心として処遇が必要です。 

   一刻も早く社会復帰させ、これまでの路上生活から抜け出し、正業に就き、自立するこ

とが必要であると弁護人は考える次第であります。 

   被告人自身もこの法廷で誓っているとおり、公的な自立支援のシステムを利用しながら

ホームレスの生活から抜け出そうという気持ちでおります。 

   被告人に必要な刑罰は厳罰ではなく、教育刑なのであります。 

 

第４ 犯行態様その他の情状 

 １ 傷害行為は偶発的事情による 

   被告人は被害者の頭を缶詰の入った袋で殴り、怪我を負わせた点は、偶発的な事情によ

るものです。初めはひったくり目的でした。 

   彼は、被害者の菅井キンさんが自宅前で立ち止まったとき、一瞬、実行するかどうか迷

っておりました。そのとき、菅井キンさんが自宅前で振り向いたため顔を見られたと思っ

た被告人が慌ててパニック状態となり、いきなり右手に持っていた袋で殴り付け、その後

は最後までやるしかないと思い、顔を足蹴にしてバックを強引に奪ってしまったのです。 

   缶詰の入った袋を凶器にしようとして強盗を計画したのではありませんでした。彼女に

暴力をふるい、傷害を負わせたのは偶発的な事情によるものなのです。 

 ２ 犯行の動機は酌むべき事情がある 

   被告人は赤羽警察を釈放され所持金もなし、生活の糧のない状態で自暴自棄となり、本

件犯行を犯してしまったのです。決して一般的な利欲的動機からではありません。追い詰

められた悲惨な生活の中で犯してしまった犯罪なのです。 

 ３ 被害法益は比較的軽微である 

   被害者の財産的被害は、約１２万円足らずであり、比較的軽微であり、また負傷も全治

１０日間で済みました。 

   なお、被告人は、バッグの中から商品券を取り出しておらず、おそらく逃走中に、路上

に落としたものと思われます。 

 ４ 被告人は反省している 

   被告人は、当初名前を明かさず、犯罪事実を否認していましたが、勾留中に本件事件の

重大さに気が付くとともに、自分自身やり直そうという気持ちを強めました。当初否認を

続けていたのも被告人の未成熟ゆえのものと思われます。 

 ５ 被告人は若く、前科がない 

 ６ 被告人には更生の意欲がある 

 

第５ 最後に 

   被告人に必要なのは、長期懲役刑でなく、より早期に社会復帰し、社会内で教育するこ

とであります。 

   裁判所におかれましては、適切な量刑のご決定を頂きたく切望致します。 
以 上 
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１，２… 
第１回公判，第２回公判… 

（「期日」欄のみ） 
捜 押 捜索差押調書 

前１，前２… 
第１回公判前整理手続，第２回公判

前整理手続… 
任 任意提出書 

間１，間２… 
第１回期日間整理手続，第２回期日

間整理手続… 
領 領置調書 

※１，※２… 
証拠等関係カード（続） 「※」欄

の番号１，２…の記載に続く 
仮 還 仮還付請書 

決 定 証拠調べをする旨の決定 還 還付請書 

済 取調べ済み 害 
被害届，被害てん末書，被害始末書，

被害上申書 

裁 裁判官に対する供述調書 追 害 
追加被害届，追加被害てん末書，追

加被害始末書，追加被害上申書 

検 検察官に対する供述調書 答 答申書 

検 取 
検察官事務取扱検察事務官に対す

る供述調書 
質 

質取てん末書，質取り始末書，質受

始末書，質取上申書，質受上申書 

事 検察事務官に対する供述調書 買 買受始末書，買受上申書 

員 司法警察員に対する供述調書 始 末 始末書 

巡 司法巡査に対する供述調書 害 確 被害品確認書，被害確認書 

麻 麻薬取締官に対する供述調書 放 棄 所有権放棄書 

大 大蔵事務官に対する質問てん末書 返 還 協議返還書 

財 財務事務官に対する質問てん末書 上 上申書 

郵 郵政監察官に対する供述調書 報 
捜査報告書，捜査状況報告書，捜査

復命書 

海 海上保安官に対する供述調書 発 見 
遺留品発見報告書，置去品発見報告

書 

弁 録 弁解録取書 現 認 犯罪事実現認報告書 

逆 送 
家庭裁判所の検察官に対する送致

決定書 
写 報 

写真撮影報告書，現場写真撮影報告

書 

告 訴 告訴状 交 原 交通事件原票 

告 調 告訴調書 交原（報） 交通事件原票中の捜査報告書部分 

告 発 告発状，告発書 交原（供） 交通事件原票中の供述書部分 

自 首 自首調書 検 調 検証調書 

通 逮 通常逮捕手続書 実 実況見分調書 

緊 逮 緊急逮捕手続書 捜 照 
調査関係事項照会回答書，捜査関係

事項，捜査関係事項回答書 

現 逮 現行犯人逮捕手続書 免 照 
運転免許の有無に関する照会結果書，運
転免許等の有無に関する照会回答書，運
転免許調査結果報告書 

捜 捜索調書 速 カ 速度違反認知カード 

押 差押調書 選 権 選挙権の有無に関する照会回答書 
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診 診断書 嘆 嘆願書 

治 照 
交通事故受傷者の病状照会について，交
通事故負傷者の治療状況照会，診療状況
照会回答書，治療状況照会回答書 

（謄） 謄本 

検 視 検視調書 （抄） 抄本 

死 死亡診断書，死体検案書 （検） 検察官 

酒 カ 酒酔い酒気帯び鑑識カード （検取） 検察官事務取扱検察事務官 

鑑 嘱 鑑定嘱託書 （事） 検察事務官 

鑑 鑑定書 （員） 司法警察員 

電 話 電話聴取書，電話報告書 （巡） 司法巡査 

身 
身上照会回答書，身上調査照会回答

書，身上調査票，身上調査回答 
（大） 大蔵事務官 

戸 
戸籍謄本，戸籍抄本，戸籍（全部・

一部・個人）事項証明書 
（財） 財務事務官 

戸 附 戸籍の附票の写し （被） 被告人 

登 記 
不動産登記簿謄本，不動産登記簿抄

本，登記（全部・一部）事項証明書 
  

商登記 
商業登記簿謄本，商業登記簿抄本，

登記（全部・一部）事項証明書 
  

指 
指紋照会回答票，指紋照会書回答票，指
紋照会書通知書，指紋照会回答，指紋照
会書回答，指紋照会回答書 

  

現 指 
現場指紋による被害者確認回答書，

現場指紋等確認報告書 
  

氏 照 
氏名照会回答書，氏名照会票，氏名

照会記録書 
  

前 科 
前課長書，前科照会（回答）書，前

科照会書回答 
  

前 歴 前歴照会（回答）書   

犯 歴 
犯罪経歴回答書，犯罪経歴電話照会

回答書 
  

外 調 外国人登録（出入国）記録調査書   

判 
判決書謄本，判決書抄本，調書判決

謄本，調書判決抄本 
  

決 決定書謄本，決定書抄本   

示 示談書，和解書   

受 
受領書，受領証，領収書，領収証，

受取書，受取証 
  

現 受 現金書留受領証，現金書留引受証   

振 受 
振込金兼手数料受領書，振込金受領

書 
  

寄 附 贖罪寄附を受けたことの証明   

 


